
3.【災害】

【基本方針】

雨を流域にとどめて水害を減らし、渇

水や震災に備える。

降った雨がすぐに川に流れ出ないように森林の保全、川の整備、および

浸水被害を軽減する施設の整備を進めることにより、水害を減らします。

また、これにより流域に多くの雨をとどめ、渇水の軽減や、震災・火災時

に利用できる水を確保できるようにすることにより災害に強い岡崎市に

して行きます。
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重 点 施 策

重点施策名 3-1 遊水地の整備

担 当 課 河川課

実 施 年 度 平成 22 年度 、平成 23 年度、平成 24 以降

１ 目的、背景及び必要性

平成９年に河川法が改正されたことに伴い、今後概ね 20～30 年間を目標とし

た具体的な整備を示す「乙川圏域河川整備計画」（Ｈ19．6 変更）が策定され、

乙川における戦後最大の被害を記録した昭和 46 年８月洪水規模を対象に、河道

改修と遊水地整備により対処する方針が示された。

２ 施策内容

乙川遊水地 計画面積 約１７．２ｈａ（左岸 美合町地内）

         調節容量 約７０万㎥（150 ㎥／秒） 

３ 期待される効果

・豪雨時における河川水位の上昇に伴い、雨水の一部を遊水地に流入させるこ

とで、下流河川への負担を軽減すると共に、ピーク流量がカットされることか

ら、水害等の発生を軽減する働きがある。

・ 野球やソフトボールなどの多目的利

用のほか、ビオトープなどの整備を

取り入れることで、人が集まり自然

に親しむことができる環境づくりが

期待できる。

平成 22 年度の内容

・地下水位調査 １２箇所

４ 今後の検討課題

整備計画に対する地権者の皆様からご理解、ご協力を頂くと共に、用地購入や

整備促進に対する財源の確保が重要な課題となる。

引用：乙川圏域河川整備計画 H19.6.29 愛知県
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重 点 施 策

重点施策名 3-2 下水道の整備（雨水）

担 当 課 下水工事課

実 施 年 度 平成 22 年度 、平成 23 年度 、平成 24 年度以降

１ 目的、背景及び必要性

(1)道路や庭に降った雨水を処理する。

(2)道路冠水や建物浸水を発生しにくくする。

２ 施策内容

内容・年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

流域関連公共下水道

事業認可区域

５，４３７ｈａ ５，４３７ｈａ ５，４３７ｈａ

整備実績 排水面積 １，１８２ｈａ １，１８２ｈａ ４，２４１ｈａ

整備実績 整備率 ２２％ ２２％ ７８％

事業着手年度 大正 12 年（1923 年）

注：平成２２年度からの整備率の変更について

平成２１年度までは、市街地側で下水道整備が進んでおり、かつ下水（雨水）の放

流先である川の整備が概ね５年に１度の雨に対して完成している区域は整備済として

きました。しかし、平成２２年度末より川の改修に係らず、概ね５年に１度の雨に対

して市街地側の下水管が整備されている区域を整備済としたところ整備率が７８％と

なりました。上記の整備率定義は平成 20 年 9 月、平成 22 年度にそれぞれ県の指導に

より変更を行いました。

３ 期待される効果

道路冠水や建物浸水等の浸水被害が軽減される。

４ 今後の検討課題

本市でも、平成 20 年 8 月末豪雨で甚大な被害が発生しているように短時間に

おける集中豪雨が発生している。このような問題を解決するにあたり、下水道と

河川や農業用水路等の排水機能の整合を図る必要がある。

下水道としては、区域内雨水幹線の整備やポンプ場の新設・増設を検討中であ

る。



22

重 点 施 策

重点施策名 3-3 雨水の有効利用に配慮した指針づくり

担 当 課 環境保全課、

実 施 年 度 平成 22 年度 、平成 23 年度 、平成 24 年度以降

１ 目的、背景及び必要性

雨水を一時的に貯留したり、浸透することは、洪水防止や上水道の節水に役立

つほか、地下水の涵養にも寄与する。したがって、市が建設する一定規模以上の

公共施設については、雨水貯留浸透・雨水再利用施設の設置を義務付けるなどの

雨水有効利用に配慮した公共施設の設置指針を作成するものである。

２ 施策内容

平成 22 年度に、岡崎市役所も一事業所として、地球温暖化対策、エネルギー

利用の合理化の観点から「岡崎市地球温暖化対策実行計画【事務事業編】」を策

定した。

その中で、公共工事等にあたっての環境配慮として、「水の有効利用の推進」

を掲げた。具体的に以下６つの配慮を示す。

・ 雨水利用設備を導入する。

・ 雑用水等の再利用設備を採用する。

・ 節水型トイレなど、節水型施設の導入を促進する。

・ トイレに流水音発生装置を設置することを検討する。

・ 給水装置の末端に感知式の洗浄弁や自動給水栓、節水こまなど節水に有効

な器具を導入する。

・ 透水性舗装等、雨水浸透施設の設置を図る。

３ 期待される効果

市役所が率先して雨水の有効利用に配慮した施設を設置することにより、民間

施設への普及促進が期待される。

４ 今後の検討課題

「岡崎市地球温暖化対策実行計画【事務事業編】」に雨水有効利用に関する指

針を示したが、施設の設置を義務付けるものではない。今後、義務付けには全庁

的なコンセンサスが必要であり、財政難の昨今において早期実現は困難と推測さ

れる。
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重 点 施 策

重点施策名 3-4 雨水貯留浸透施設設置補助事業の拡充

担 当 課 下水施設課

実 施 年 度 平成 22 年度 、平成 23 年度 、平成 24 年度以降

１ 目的、背景及び必要性

近年、都市化が進み、緑地や農地が減少する一方、地面が工作物で覆われてき

ました。雨水は地下に浸透しにくくなり、大雨の際には河川や水路の許容以上の

雨水が流れ込み、浸水被害がたびたび発生するようになりました。

こうした問題に対処する方法の一つとして、雨水を貯留する・浸透させる施設

の設置者に対して費用を補助することにより、市民と市が協働して快適な水環境

を作り出す取組とするものです。

２ 施策内容

①雨水貯留施設設置補助（雨水貯留タンクの材料費、既設浄化槽転用の工事費及

び材料費）

②雨水浸透施設補助（浸透ます・浸透管・浸透側溝の工事費及び材料費）

※ いずれも補助金額は工事費及及び材料費の５分の３以内で、上限は９万円

（別紙に実績を示す）

３ 期待される効果

①雨水を一時的に貯留し、河川や下水道への負担を軽減する。

②水源涵養の大切さの意識拡大

４ 今後の検討課題

①個人が対象者であるため、制度への理解を随時行う。

②予算枠の維持



雨水貯留浸透施設設置補助事業年度別実績 Ｈ２３．4．1現在

件数 貯留量(m
3
) 件数 貯留量(m

3
) 件数

透水面積ｍ
２

（容量ｍ
３
）

年度別件数
（①＋②＋③）

平成16年度 20 57.75 8 4.05 1（舗装） 39.0 ２9件

平成17年度 28 52.92 18 8.5 － － 46件

平成18年度 49 137.75 32 13.34 1（舗装） 71.0 82件

平成19年度 59 135.22 19 6.9 1（桝） （0.12）
79件

平成20年度 43 86.64 44 10.75 1（桝） （0.12） ８8件

平成21年度 46 98.77 77 22.64 1（舗装） 13.5 １２４件

平成22年度 35 87.81 59 16.09 － － ９４件

123.5

（0.24）

累 計 5257

年 度

③浸透施設 雨水貯留浸透施設

82.27280 656.86

雨水貯留施設

542件

① 浄化槽転用 ② 貯留タンク


